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考
察

　

お
わ
り
に

　

２ 「
農
村
計
劃
」
の
主
張

　
　

山
崎
は
、
大
正
一
二
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
『
帝
国
農
会
報
』

（
帝
国
農
会
機
関
誌
）
に
「
農
村
計
劃
は
国
家
の
急
務
」
と
題
す
る

主
張
を
連
載
し
た
（
昭
和
二
年
に
『
農
村
計
劃
』
に
ま
と
め
ら
れ
、

刊
行
さ
れ
た
）。
こ
の
主
張
の
テ
ー
マ
は
、
農
業
の
振
興
は
国
が
樹

立
す
る
「
農
村
計
劃
」
の
も
と
に
府
県
・
市
町
村
が
実
施
計
画
を
策

定
し
、
実
行
に
あ
た
る
べ
し
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
１
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
山
崎
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か

け
、
当
時
の
農
業
危
機
の
克
服
は
農
村
自
治
の
確
立
、
農
民
の
自
助

に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
説
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
き
出
し
た

が
、
一
〇
年
足
ら
ず
し
て
主
張
を
変
え
、
国
が
作
る
枠
組
の
下
に
新

た
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
く
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

主
観
的
に
は
、
彼
が
愛
知
県
立
農
林
学
校
の
校
長
を
辞
し
た
後
、
①

帝
国
農
会
幹
事
に
就
任
し
、
農
会
の
米
投
売
防
止
運
動
を
指
導
し
て

成
功
し
た
こ
と
、
②
小
作
制
度
調
査
委
員
会
委
員
に
就
任
す
る
等
政

府
の
政
策
決
定
に
参
与
し
、
農
業
情
勢
を
全
国
的
な
視
野
に
お
い
て
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二
八

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
就
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
客

観
的
に
は
大
正
期
、
と
く
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
農
業
を
め
ぐ
る

社
会
情
勢
の
急
激
な
変
化
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
農
業
情
勢
の
変
化

イ　

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
我
が
国
経
済
に
異
常
と
も
言
う
べ
き
繁

栄
を
も
た
ら
し
た
が
、
農
業
に
対
す
る
影
響
は
二
つ
の
面
に
現
れ
た
。

そ
の
第
一
は
農
産
物
価
格
の
高
騰
で
あ
り
、
第
二
は
農
村
労
働
力
の

都
市
へ
の
流
出
で
あ
る
。
ま
ず
農
産
物
価
格
の
高
騰
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
米
の
消
費
地
価
格
（
東
京
市
玄
米
卸
売
相
場
年
平
均
・
石
当

り
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
大
正
四
年
の
一
三
円
〇
七
銭
を
一
〇
〇
と

す
る
指
数
は
翌
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
、
一
三
六
、一
五
二
、二
五
一

と
上
昇
し
、
米
騒
動
が
全
国
に
起
っ
た
同
八
年
に
は
三
五
二
と
急
騰

し
た（

（
（

。
農
村
労
働
力
の
都
市
へ
の
流
出
は
、
工
鉱
業
労
働
者
数
の
増

加
を
農
村
か
ら
の
供
給
と
見
る
と
大
正
三
年
か
ら
同
九
年
ま
で
の
七

年
間
に
人
数
で
約
一
〇
〇
万
人
、
率
で
一
．
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
増

加
と
な
っ
て
い
る（

（
（

。

ロ　

し
か
し
、
戦
争
が
終
結
し
、
世
界
経
済
が
次
第
に
常
態
に
回
復

す
る
と
、
農
業
経
済
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
諸
原
因
は
消
滅
し
た
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
反
動
に
よ
り
農
産
物
価
格
は
下
落
し
（
米
価
に

つ
い
て
、
上
記
指
数
を
用
い
れ
ば
、
大
正
一
〇
年
二
三
六
、一
一
年

二
六
九
、一
二
年
二
四
八
（
（
（

）、
都
市
失
業
者
の
帰
農
が
見
ら
れ
る
一
方

で
、
好
況
時
に
向
上
し
た
農
村
の
生
活
水
準
は
容
易
に
戻
ら
ず
、
農

家
経
済
は
大
戦
前
に
も
ま
し
て
困
窮
化
し
た
。
こ
の
結
果
は
、
自

作
農
家
の
減
少
、
小
作
農
家
の
増
大
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
即

ち
、
大
戦
前
の
大
正
三
年
の
自
作
農
家
の
全
農
家
戸
数
に
占
め
る
割

合
は
三
二
．
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の
同
一
一
年
に
は

三
一
．
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
す
る
一
方
、
小
作
農
家
は
二
七
．
六

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
八
．
〇
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
増
加
し
て
い
る（

（
（

。

ハ　

こ
の
情
勢
に
対
応
し
て
、
農
業
界
に
二
つ
の
運
動
が
生
じ
た
。

第
一
は
米
価
の
下
落
に
対
抗
し
て
大
正
九
年
に
地
主
を
主
要
メ
ン

バ
ー
と
す
る
農
会
が
惹
き
起
し
た
米
価
維
持
運
動
（
米
投
売
防
止
運

動
）
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、
帝
国
農
会
幹
事
に
就
任
し
た
直
後
の

山
崎
の
指
導
に
よ
り
全
国
に
広
が
っ
た（

（
（

。
そ
の
成
果
は
、
米
の
需
給

調
節
を
目
的
と
し
、
政
府
が
米
の
買
入
、
売
渡
を
行
う
「
米
穀
法
」

の
制
定
に
結
実
し
た
。
農
業
界
に
お
け
る
運
動
の
第
二
は
、
農
民
組

合
運
動
の
勃
興
で
あ
る
。
農
民
組
合
の
指
導
に
よ
り
小
作
人
組
合
が

結
成
さ
れ
、
小
作
争
議
が
増
加
し
た
。
即
ち
、
大
正
九
年
の
四
〇
八

件
か
ら
翌
一
〇
年
に
は
、
一
、五
七
八
件
に
急
増
し
、
そ
の
後
高
止

ま
り
傾
向
で
推
移
し
た（

（
（

。

　

小
作
問
題
は
、
米
価
の
低
迷
に
対
応
し
て
小
作
料
収
入
の
確
保
を

図
ろ
う
と
す
る
地
主
側
と
生
活
水
準
の
向
上
が
も
た
ら
し
た
生
活
費
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二
九

の
増
嵩
を
小
作
料
の
引
下
げ
に
よ
り
地
主
へ
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
小

作
人
側
の
せ
め
ぎ
あ
い（

（
（

で
あ
る
が
、
農
民
組
合
が
前
面
に
出
る
こ
と

に
よ
っ
て
階
級
闘
争
の
様
相
を
帯
び
る
に
至
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
農
商
務
省
（
大
正
一
四
年
以
降
は
、

農
商
務
省
と
の
分
離
に
よ
り
、
農
林
省
）
や
帝
国
農
会
に
農
業
・
農

村
政
策
上
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
重
く
の
し
か
か
る
も
の
で

あ
っ
た
。

（
２
）
山
崎
延
吉
の
「
農
村
自
治
＝
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
崩
壊

　

こ
れ
ら
の
農
業
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
は
、
二
１
に
お
い
て
述
べ

た
山
崎
の
農
村
自
治
に
関
す
る
主
張
の
基
盤
を
崩
壊
せ
し
め
た
。
第

一
に
、
山
崎
が
築
き
あ
げ
た
理
想
的
な
農
村
＝
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現

は
困
難
と
な
っ
た
。
山
崎
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
徳
性
に
優
れ
た
指
導
者

の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
引
退
し
、
死
去
し
た
。
あ
る
い
は
指
導

者
が
な
く
と
も
模
範
村
と
仰
が
れ
た
場
合
に
は
時
代
の
趨
勢
に
流
さ

れ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
モ
デ
ル
た
る
模
範
村
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
、

と
山
崎
は
指
摘
す
る（

（
（

。
ま
た
、
彼
自
身
は
「
多
年
地
方
の
為
め
に
最

善
の
努
力
を
し
た
。［
中
略
］
地
方
改
良
の
事
や
、
民
力
涵
養
の
事

に
も
、
随
分
物
好
者
と
嘲
ら
れ
る
ま
で
、
東
奔
西
走
の
活
動
も
や
っ

た
」
と
述
懐
す
る（

（
（

ほ
ど
力
を
尽
し
た
が
、
町
村
是
調
査
は
竜
頭
蛇
尾

に
終
り
、
何
の
効
果
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
官
僚
の
内
容

が
変
わ
り
、
強
い
信
念
を
持
つ
人
、
理
想
を
抱
く
人
が
い
な
く
な
っ

た
た
め
で
あ
る（
（1
（

、
と
言
う
。

　

第
二
は
、
時
代
の
変
化
で
あ
る
。
山
崎
は
、
大
正
九
年
、
時
代
の

変
化
を
「
大
正
の
御
代
に
な
る
と
時
局
が
始
ま
り
、
時
局
中
の
出
来

事
は
恰
も
火
に
油
を
注
ぐ
が
如
く
世
の
中
の
変
遷
を
大
な
ら
し
め
、

其
の
油
の
為
め
に
ど
う
云
う
変
化
を
来
し
た
か
と
云
ふ
と
第
一
に
国

民
の
思
想
の
上
に
変
化
を
示
し
た
」
と
述
べ
、
国
民
の
思
想
の
変
化

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
思
想
の
変
化
と
は
、
ま
ず
「
人
格
の
平

等
意
識
―
言
ひ
換
え
れ
ば
人
間
の
平
等
観
で
あ
る
」
と
し
、「
斯
う

云
ふ
傾
向
が
未
だ
農
村
の
表
面
に
は
現
は
れ
て
居
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、

其
の
思
想
の
流
れ
が
漸
次
拡
が
っ
て
将
に
現
は
れ
ん
と
し
て
居
る
」

と
警
告
し
て
い
る
。
農
民
組
合
の
結
成
が
盛
ん
に
な
る
の
は
大
正
九

年
の
後
で
あ
る
が
、
山
崎
の
時
代
感
覚
は
労
働
運
動
の
流
れ
が
早
晩

農
村
に
も
及
ぶ
と
見
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
「
利
益
の
均
等

で
あ
る
。［
中
略
］
地
主
に
対
し
て
小
作
人
の
小
作
米
問
題
が
起
る

の
は
、
利
益
が
均
等
に
分
配
さ
れ
な
い
為
め
で
あ
る
。［
中
略
］
地

主
に
於
て
［
中
略
］
小
作
人
に
利
益
を
与
る
こ
と
を
な
さ
ず
、
楽
を

し
て
多
く
の
利
益
を
貪
っ
て
居
る
か
ら
［
中
略
］、
機
会
が
あ
れ
ば

勃
発
せ
ん
と
し
て
居
る
か
ら
、
何
ら
か
の
方
法
に
依
り
譲
り
合
ふ
こ

と
が
大
切
」
と
述
べ
、
小
作
人
に
適
正
な
利
益
を
与
え
る
よ
う
地
主
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三
〇

の
譲
歩
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
最
後
は「
権
利
の
平
等
」で
あ
る
。「
利

益
に
は
金
銭
と
云
ふ
有
形
の
も
の
が
付
い
て
居
る
が
、
権
利
に
は
形

が
な
い
」
と
述
べ
、「
即
ち
選
挙
権
は
租
税
の
多
寡
に
よ
り
差
別
を

付
し
、
一
ヶ
年
弐
円
以
上
の
納
税
者
で
な
け
れ
ば
公
民
権
を
与
へ
な

い
の
は
天
下
の
公
道
で
は
な
い
。
誰
に
も
平
等
に
選
挙
権
を
与
へ
て

然
る
べ
し
」
と
す
べ
て
の
国
民
に
選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
、
と
主
張

す
る（
（（
（

。
こ
の
主
張
は
、
大
正
八
年
に
起
っ
た
普
通
選
挙
獲
得
運
動
に

対
応
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

山
崎
は
、
こ
の
よ
う
に
時
代
の
変
化
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

主
に
対
し
、
明
治
期
に
ま
で
農
村
社
会
を
支
配
し
て
い
た
儒
教
的
秩

序
は
、
平
等
意
識
が
進
む
大
正
期
の
村
民
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

も
の
と
な
っ
た
と
、
自
覚
を
促
す
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
の
「
農

村
自
治
」
の
基
礎
が
変
革
し
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

（
３
）「
農
村
計
劃
」
の
主
張

　

か
く
て
、
山
崎
は
、
彼
が
構
築
し
た
「
農
村
自
治
」
に
よ
る
農
業
・

農
村
の
振
興
の
枠
組
の
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
新
た
な
農
本
思
想

を
主
張
す
る
に
至
っ
た
。

イ　

契
機　

山
崎
は
、
こ
の
主
張
の
契
機
と
し
て
、
二
点
挙
げ
る
。

　

第
一
は
政
府
の
都
市
偏
重
政
策
へ
の
不
満
で
あ
る
。「
都
市
に
住

む
も
の
と
農
村
に
住
む
も
の
と
は
、
何
等
の
差
別
が
な
い
」
こ
と
を

指
摘
し
、「
平
等
で
あ
り
、
差
別
な
き
人
で
あ
る
以
上
は
、
農
村
に

住
む
人
は
、
文
明
の
恵
沢
に
浴
し
、
文
化
の
恩
典
に
接
す
る
事
に
於

て
も
差
別
な
き
待
遇
を
要
求
し
、
平
等
の
施
設
を
主
張
す
る
権
利
が

あ
る（
（1
（

」
と
主
張
す
る
。
山
崎
は
、
国
民
の
平
等
意
識
の
進
展
を
、
前

項
に
お
い
て
は
地
主
＝
小
作
人
関
係
で
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
市
民

と
農
民
と
の
間
に
お
け
る
文
化
、
即
ち
近
代
的
生
活
に
接
す
る
機
会

を
均
等
に
す
べ
し
と
の
権
利
の
要
求
と
し
て
表
す
。
と
こ
ろ
が
、
都

市
に
は
「
都
市
計
画
法
」
が
施
行
さ
れ
、
関
東
大
震
災
後
の
帝
都
復

興
は
、
本
来
地
方
自
治
体
の
主
導
す
る
都
市
計
画
事
業
と
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
自
治
体
に
そ
の
力
が
な
く
、
政
府
の
帝

都
復
興
院
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

国
は
同
じ
く
力
の
な
い
農
村
に
対
し
て
は
国
費
を
も
っ
て
「
農
村
計

劃
」
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（
（1
（

。

　

第
二
は
農
村
問
題
に
対
す
る
政
府
、
政
党
の
場
当
た
り
的
対
応
へ

の
不
信
感
で
あ
る
。
第
四
六
回
議
会
（
大
正
一
二
年
一
二
月
～
一
三

年
三
月
）
は
、
農
村
問
題
議
会
と
言
わ
れ
る
が
、
加
藤
友
三
郎
内
閣

は
、
始
め
は
営
業
税
を
軽
減
す
れ
ば
地
租
も
軽
減
す
る
と
農
会
の
代

表
者
に
言
明
し
て
置
い
た
に
も
拘
ら
ず
町
村
長
会
が
極
力
義
務
教
育

に
対
す
る
国
庫
補
助
を
要
望
し
た
た
め
に
、
中
途
に
し
て
意
向
が
変

わ
り
、
義
務
教
育
費
の
増
額
と
地
租
の
据
置
を
議
会
に
提
案
し
た
。

山
崎
は
、「
何
人
も
政
府
が
農
村
に
対
す
る
誠
意
の
な
い
こ
と
を
痛
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三
一

感
し
て
」
お
り
、
ま
た
、「
臨
時
調
査
会
を
設
け
根
本
的
及
応
急
的

の
政
策
を
調
査
し
以
て
速
か
に
適
当
の
対
策
を
樹
て
其
実
行
を
期
せ

ら
れ
ん
事
を
望
む
」
と
建
議
し
た
政
党
に
つ
い
て
も
、「
今
日
の
政

治
は
調
査
で
日
を
費
し
、
理
想
論
で
茶
化
し
、
空
論
で
得
意
が
る
憾

み
あ
る
は
、
之
農
村
問
題
が
天
下
の
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
今
日
漸

く
政
治
化
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
り
し
所
以
」
と
嘆
き
、「
苦
々
し

き
は
、
農
村
が
真
剣
に
な
り
、
農
村
が
本
気
に
な
る
程
の
重
要
問
題

ほ
ど
、
政
党
の
間
に
利
用
さ
れ
、
否
悪
用
さ
る
ゝ
傾
向
を
見
る
事
で

あ
る
」
と
政
治
不
信
を
露
わ
に
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
山
崎
は
「
敢
て
政
府
を
責
め
よ
う
と
は
思
は

ぬ
。
何
故
な
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
経
倫
を
蔵
す
る
人
を
此
処
に
見

な
い
か
ら
で
あ
る
。
政
党
を
罵
る
こ
と
も
避
け
や
う
と
思
ふ
、
何
と

な
れ
ば
之
れ
ほ
ど
経
国
済
民
に
誠
意
あ
る
政
党
を
認
む
る
こ
と
が
出

来
な
い
」
と
政
府
・
政
党
に
見
切
り
を
つ
け（
（1
（

、
自
ら
「
農
村
に
対
し

て
根
本
的
の
計
画
を
樹
立
す
べ
し
」
と
、
叫
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
計
画
と
は
、
農
村
は
如
何
に
す
べ
き
か
、
農
民
を
如
何
に
す
べ
き

か
、
農
業
の
将
来
を
如
何
に
す
べ
き
か
の
計
画
で
あ
っ
て
、「
今
日

の
如
く
、
応
急
策
ば
か
り
で
は
迷
ふ
も
の
が
殖
え
る
、
惑
ふ
も
の
が

多
く
な
る
、
之
れ
が
農
村
の
今
日
を
招
来
し
た
所
以
で
あ
る
、
農
村

の
窮
状
が
到
来
し
た
原
因
で
あ
る
」
と
述
べ
、
現
今
の
政
策
が
そ
の

場
凌
ぎ
の
た
め
に
現
場
で
あ
る
農
村
が
当
惑
す
る
と
非
難
す
る
の
で

あ
る（
（1
（

。

ロ　

山
崎
の
農
村
に
対
す
る
現
状
認
識

　

次
に
、
山
崎
の
言
う
「
根
本
的
の
計
画
」
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、

彼
の
農
村
に
対
す
る
現
状
認
識
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

山
崎
は
、
農
村
の
現
状
と
し
て
特
に
指
摘
す
べ
き
事
を
次
の
四
項

目
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
、（
あ
）
小
作
争
議
の
益
流
布
す
る
こ
と
、

（
い
）
農
民
の
離
業
心
、（
う
）
中
農
の
没
落
、（
え
）
迷
惑
の
民
の
増
加
、

で
あ
る
。

（
あ
）
小
作
争
議
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
山
崎
は
、
小
作
制
度
調
査

委
員
会
の
特
別
委
員
と
し
て
、「
農
商
務
省
が
調
査
し
て
発
表
す
る

数
字
」
に
通
じ
て
お
り
、
調
査
に
洩
れ
た
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
を

熟
知
し
て
い
た（
（1
（

。
小
作
争
議
は
、
そ
の
発
生
の
原
因
は
上
述
し
た
如

く
、
国
民
思
想
の
変
遷
に
よ
る
平
等
意
識
の
普
及
で
あ
り
、
そ
れ
に

気
づ
か
な
い
「
頑
迷
・
横
暴
な
地
主
の
存
在
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

山
崎
は
、「
小
作
者
の
権
利
を
保
障
し
、
小
作
者
の
存
在
を
認
む
る

立
法
の
必
要
（
（1
（

」
と
小
作
法
の
立
法
を
主
張
す
る
。
小
作
法
の
立
法
目

的
は
、
耕
作
権
を
強
化
し
、
地
主
・
小
作
人
間
の
権
利
義
務
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
作
争
議
の
未
然
防
止
を
図
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
こ
れ
は
山
崎
が
理
想
と
す
る
地
主
・
小
作
人
関
係
を
疑
似
的
親

子
関
係
と
し
温
情
を
も
っ
て
解
決
す
べ
き
と
の
主
張
と
は
背
馳
す
る

と
思
わ
れ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
小
作
問
題
は
法
的
解
決
に
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委
ね
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
い
）
農
民
の
離
業
心　

農
民
の
離
業
心
と
は
、
農
民
の
農
業
と
農

村
生
活
に
対
す
る
忌
避
の
こ
と
で
あ
る
。
上
述
し
た
如
く
、
第
一
次

世
界
大
戦
中
、
諸
工
業
は
農
村
か
ら
労
働
力
を
求
め
、
戦
後
不
況
に

よ
り
移
動
し
た
労
働
力
の
一
部
は
農
村
に
還
流
し
た
が
、彼
ら
が
「
農

業
を
阿
呆
ら
し
い
仕
事
と
解
釈
し
、
馬
鹿
ら
し
い
業
務
と
見
縊
り
、

気
の
き
か
ぬ
勤
労
な
り
と
思
ひ
込
む
で
、
何
と
な
く
熱
心
な
態
度
が

抜
け
、
忠
実
な
る
勤
務
を
缺
き
、
執
着
心
が
薄
ら
ぐ
」
の
は
「
全
国

各
地
に
於
て
見
る
現
象
で
あ
」
り
、「
中
に
は
生
活
の
向
上
に
刺
戟

さ
れ
て
か
、
虚
栄
の
流
行
に
感
染
し
て
か
、
農
業
労
働
の
醜
汚
な
る

を
恥
ぢ
、
粗
野
な
る
を
嫌
ふ
て
、
農
業
を
忌
避
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る（
（1
（

」
と
現
状
を
認
識
す
る
。
そ
し
て
「
農
民
の
負
担
は
苛
重
で
あ

り
、
農
産
物
の
価
格
は
不
安
定
で
あ
り
、
農
村
の
金
利
は
高
い
、
加

ふ
る
に
下
ら
ぬ
争
議
に
面
白
か
ら
ぬ
日
暮
ら
し
も
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が

事
実
」
と
、
農
民
に
同
情
を
示
す
が
、
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
は
、

「
処
す
る
道
が
あ
る
。［
中
略
］
其
道
を
講
じ
、
其
道
を
開
く
が
、
即

ち
農
村
計
劃
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
「
農
村
計
劃
」
に
す
べ
て
を

委
ね
（
（1
（

、
具
体
的
方
策
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
方
策
は
、
農
民
の
士

気
を
高
め
る
以
外
に
な
く
、そ
の
た
め
山
崎
は
、大
正
末
期
か
ら
「
随

神
道
」
に
基
づ
く
農
民
が
天
皇
の
民
と
し
て
践
む
べ
き
精
神
的
指
針

を
「
農
民
道
」
と
名
付
け
、
そ
の
唱
道
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
行
く

の
で
あ
る
。
こ
の
「
農
民
道
」
に
つ
い
て
は
、
二
３
に
お
い
て
詳
述

す
る
。

（
う
）
中
農
の
没
落　

中
農
と
は
、「
中
小
地
主
及
自
作
農
（
11
（

」
を
指
す
。

山
崎
は
、
特
に
農
業
に
従
事
せ
ず
小
作
料
収
入
に
依
存
し
て
い
た
在

村
の
「
中
小
地
主
の
滅
亡
は
、
或
は
自
業
自
得
と
見
ら
る
ゝ
も
あ
る

が
、
悲
惨
の
感
じ
が
し
、
物
の
哀
れ
を
覚
え
し
む
る
」
と
同
情
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
、
農
村
の
負
担
が
「
益
重
く
な
り
、
資
金
の
融

通
が
困
難
に
な
り
、
人
物
が
居
な
く
な
り
、
暇
の
あ
る
も
の
が
な
く

な
る
結
果
、
公
共
事
業
が
退
嬰
す
る
こ
と
に
な
り
、
益
農
民
の
境
遇

は
苦
し
く
な
る
許
り
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
中
農
は
農
村
の
中
堅

で
あ
る
［
中
略
］
中
堅
没
落
滅
亡
は
、
即
ち
農
村
の
打
撃
で
あ
り
、

農
村
が
衰
へ
行
く
こ
と
で
あ
る
」
と
嘆
く
（
1（
（

。
在
村
地
主
は
、
村
の
中

心
的
指
導
者
で
あ
り
、
農
事
の
改
良
進
歩
の
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
上
述
し
た
よ
う
に
農
産
物
価
格
の
下
落
、
小
作
料
収
入
の
低
下

に
加
え
、
地
租
が
高
水
準
に
維
持
さ
れ
て
き
た
た
め
、
生
活
基
盤
が

脅
か
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
村
内
で
は
中
堅
た
る
安
定

的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
っ
た
。
山
崎
は
、
自
作
農
に

つ
い
て
は
土
地
兼
併
を
避
け
る
た
め
に
も
「
村
民
は
必
ず
自
作
を
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
村
風
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ（
11
（

」
こ
と
が
持
論
で

あ
り
、そ
の
没
落
は「
農
村
自
治
」の
実
現
に
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
。

（
え
）
迷
惑
の
民
の
増
加　
「
迷
惑
の
民
」
と
は
何
か
。
農
村
の
不
景
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気
の
最
中
に
あ
っ
て
、「
農
業
以
外
の
副
業
も
な
く
、
副
業
と
し
て

労
役
に
服
す
る
こ
と
も
困
難
、
都
へ
出
で
て
も
失
業
者
と
な
る
恐
れ

が
あ
る
」
人
を
指
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
農
村
に
滞
留
す
る
潜
在
的

失
業
者
の
こ
と
で
あ
る
。
山
崎
は
、「
同
情
に
堪
へ
ぬ
」
と
嘆
く
。

こ
の
た
め
、「
農
村
当
局
者
が
目
醒
め
て
、
何
等
か
の
計
画
を
立
て

ね
ば
な
ら
ぬ（
11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

山
崎
は
以
上
の
状
況
に
か
ん
が
み
、「
農
村
計
劃
を
急
務
と
す
る
。

農
村
計
劃
を
樹
立
す
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
農
村
の
窮
状
は
、
救
は
る

べ
く
も
な
い（
11
（

」、「［
農
村
計
劃
が
な
い
た
め
］
理
想
に
生
き
、
希
望

に
活
き
る
青
年
処
女
が
農
村
を
見
縊
り
、
農
民
生
活
を
あ
き
足
ら
ず

と
す
る
は
無
理
の
な
い
こ
と（
11
（

」
で
あ
る
と
農
村
計
劃
の
樹
立
を
強
く

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
４
）「
農
村
計
劃
」
に
対
す
る
国
家
の
責
任

　

山
崎
は
、「
農
村
計
劃
」
に
つ
い
て
国
家
が
責
任
を
負
う
べ
き
で

あ
る
と
、
以
下
の
論
理
を
展
開
す
る
。

　

ま
ず
、
都
市
計
画
法
に
よ
っ
て
「
都
市
は
既
に
都
市
計
劃
を
立
て
、

時
に
従
ふ
て
面
目
を
新
た
に
し（
11
（

」、「
今
や
政
府
の
事
業
と
な
っ
て
い

る
（
11
（

」
が
、こ
れ
は
「
都
市
偏
重
の
政
治
」
で
あ
り
「
市
民
本
位
の
政
策
」

で
あ
る（
11
（

と
批
判
す
る
。
し
か
し
、「
都
市
と
農
村
と
は
等
し
く
国
歩

を
進
む
る
両
脚
で
あ
り
、
国
家
の
重
任
を
負
ふ
べ
き
双
肩
で
あ
る（
11
（

」、

と
都
市
と
農
村
が
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
想

起
さ
せ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
農
村
計
劃
と
都
市
計
画
と
併
立
す

べ
き
」
で
あ
り
、「
一
方
に
偏
し
て
双
方
に
完
全
を
期
す
る
能
は
ず

ば
国
家
の
栄
あ
る
前
途
」
に
「
脅
威
す
る
」
と
強
調
す
る（
11
（

。
山
崎
は
、

国
農
本
の
立
場
に
立
つ
が
、
偏
狭
な
農
本
主
義
を
主
張
せ
ず
、
都
市

と
農
村
の
均
衡
あ
る
発
展
が
国
家
の
繁
栄
の
基
礎
で
あ
る
と
云
う
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
山
崎
は
政
府
・
政
党
に
「
農
村
計
劃
に
対
し
何

等
の
議
論
も
主
張
も
宣
伝
も
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る（
1（
（

」。
そ
こ
で
、

「
農
村
計
劃
は
農
村
振
興
の
根
本
的
処
置
」
で
あ
る
と
主
張
し
（
11
（

、
そ

れ
故
「
都
市
計
画
が
既
に
国
家
事
業
で
あ
れ
ば
、
農
村
計
劃
も
亦
国

家
が
之
に
責
任
を
分
つ
は
当
然
」
で
あ
る（
11
（

と
、
国
に
対
し
、「
農
村

計
劃
」
に
つ
い
て
都
市
計
画
と
同
等
の
責
任
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、「
農
村
計
劃
」
は
「
地
方
行
政
の
真
髄
（
11
（

」

で
あ
り
、「
地
方
刷
新
の
基
礎
的
事
業
」
で
あ
る（
11
（

以
上
「
町
村
の
仕

事
で
あ
」っ
て「
国
家
と
地
方
自
治
体
の
共
力
に
待
つ
べ
き（
11
（

」と
述
べ
、

「
農
村
計
劃
」
関
係
の
事
業
の
主
体
性
は
、
地
方
自
治
体
に
も
あ
る

こ
と
を
強
調
す
る
。

　

山
崎
は
、二
１
に
述
べ
た
ご
と
く
、明
治
末
・
大
正
初
に
お
い
て
は
、

国
家
に
依
存
し
な
い
「
農
村
自
治
」
の
下
に
農
村
振
興
を
鼓
吹
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
持
論
を
改
め
、
国
家
に
対
し
農
村
振
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興
策
の
樹
立
を
求
め
、
そ
の
下
に
お
い
て
町
村
が
国
と
対
等
の
関
係

で
事
業
を
実
施
す
る
よ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
５
）　

農
村
計
劃
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項

イ　

農
村
人
口
配
分
計
画

　

山
崎
が
主
張
す
る
「
農
村
計
劃
」
は
、
前
述
の
如
く
「
農
業
振
興

の
根
本
的
処
置
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
我
が
国
農
業
の
宿
命
と
言
う

べ
き
耕
作
農
地
の
零
細
性
に
「
触
れ
ず
し
て
農
村
問
題
は
絶
対
に
解

決
が
出
来
ぬ
（
11
（

」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
農
村
計
劃
の
根
本
的

事
業
は
農
村
の
人
口
戸
数
を
処
理
案
配
す
る
事
が
先
決
問
題
で
あ

り
、
必
要
な
る
事
項
」
と
な
る（
11
（

と
主
張
し
、
人
口
配
分
計
画
が
「
農

村
計
劃
」
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
人
口
配
分
は

農
村
の
自
主
的
能
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、「
国
家
の
力
を
以
て

国
法
の
偉
勢
を
以
て
、
則
る
所
あ
ら
し
む
る
こ
と
が
肝
要
（
11
（

」
と
、
国

家
が
法
に
基
づ
き
推
し
進
め
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
、
国
家
権

力
の
発
動
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

（
あ
）
農
業
経
営
維
持
可
能
農
地
面
積　

農
家
人
口
の
配
分
に
当
た
っ

て
は
、
一
戸
当
た
り
の
農
業
経
営
維
持
可
能
農
地
面
積
を
基
礎
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
耕
地
耕
作
面
積
別
の
農
家
戸
数

の
割
合
は
、
大
正
九
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
「
一
町
歩
未
満
の
耕
作
は

略
七
割
を
占
め
て
居
る
が
実
際
で
あ
る
」、「
一
般
の
農
家
は
［
中
略
］

米
麦
が
主
要
で
あ
る
と
し
て
見
れ
ば
、
本
邦
農
家
の
将
来
は
悲
惨
を

加
ふ
る
の
み
と
断
定
し
得
る
（
11
（

」
と
述
べ
、
耕
作
面
積
一
町
歩
未
満
が

大
多
数
を
占
め
る
我
が
国
農
家
の
将
来
に
危
惧
を
抱
く
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
山
崎
は
農
業
経
営
を
維
持
し
得
る
耕
作
面
積
は

如
何
ほ
ど
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。「
元
来
農
家
に
は
何
程
の

耕
地
を
要
す
る
や
、［
中
略
］
学
者
間
に
も
定
論
が
な
い
」
と
前
提

を
置
き
つ
つ
、「
現
在
の
農
法
で
、
現
在
の
農
民
で
あ
れ
ば
、
全
国

的
に
達
観
し
て
、
農
家
戸
当
り
の
反
別
は
略
二
町
歩
な
れ
ば
如
何
に

か
や
っ
て
行
け
る
様
」
と
推
算
す
る（
1（
（

。
こ
の
推
算
に
基
づ
け
ば
、「
現

在
の
農
家
戸
数
を
半
減
す
れ
ば
、
戸
当
り
二
町
歩
の
耕
地
を
割
り
当

つ
る
事
に
な
る
」、
す
な
わ
ち
、「
今
極
め
て
達
観
的
に
、
極
め
て
総

括
的
に
計
算
し
て
、
現
在
の
農
家
戸
数
を
半
減
す
べ
し
」、「
や
れ
ば

出
来
ぬ
事
で
も
な
く
、
や
れ
ぬ
事
で
も
な
い
と
、
吾
輩
は
断
定
す
る

の
で
あ
る（
11
（

」
と
強
気
で
あ
る
。

（
い
）
農
家
戸
数
の
半
減
と
戸
当
り
農
地
の
均
分
化　

こ
の
具
体
的

な
方
法
は
、「
農
家
戸
数
の
半
減
」
と
「
戸
当
り
農
地
の
均
分
化
」

の
二
つ
に
分
か
れ
る
が
、
ま
ず
土
地
の
均
分
化
に
つ
い
て
は
「
今
日

［
中
略
］
土
地
所
有
権
の
均
分
を
計
画
す
べ
き
は
、
自
治
事
務
の
主

体
と
す
べ
き（
11
（

」
と
、
町
村
の
仕
事
で
あ
る
と
説
き
、
政
府
の
権
力
的

な
政
策
よ
り
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
汲
み
取
っ
て
実
施
す
る
こ

と
に
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
崎
は
、
ま
た
、「
土
地
均
分
化

02_真板82_P27-44.indd   34 14/10/22   13:12



山
崎
延
吉
の
農
本
思
想
の
変
容
（
二
）（
真
板
）

三
五

の
政
策
と
、
土
地
所
有
権
を
町
村
に
保
留
す
る
政
策
と
、
適
当
な
る

土
地
面
積
を
農
家
に
割
当
て
る
政
策
と
が
、
速
か
に
行
は
れ
ざ
る
限

り
、
農
村
振
興
は
農
村
内
の
訌
争
で
阻
止
さ
れ
」
る（
11
（

と
、
町
村
の
管

理
の
下
に
な
さ
れ
る
土
地
の
再
配
分
政
策
が
農
村
振
興
の
成
否
に
懸

か
っ
て
い
る
と
断
言
す
る
。
次
に
農
家
戸
数
の
半
減
に
つ
い
て
は
、

適
正
な
人
口
の
配
分
が
前
提
と
な
る
。
①
ま
ず
農
村
か
ら
都
市
へ
の

人
口
吸
収
は
、都
市
計
画
に
期
待
す
る
。
山
崎
は
、都
市
計
画
は
「
都

市
の
為
め
の
事
業
に
非
ら
ず
し
て
、
国
家
の
大
策
上
、
国
民
の
安
定

を
目
的
と
し
、
農
村
過
剰
の
人
口
を
消
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
が
、「
我
国
の
都
市
計
画
は
斯
る
大

策
に
立
案
せ
し
も
の
で
な
く
、
斯
る
国
策
に
即
し
た
も
の
で
も
な
く
、

単
に
西
洋
の
そ
れ
に
模
倣
せ
し
む
も
の
で
あ
る
は
、
困
っ
た
も
の
で

あ
る（
11
（

」
と
嘆
い
て
い
る
。
都
市
計
画
は
交
通
、
区
画
、
住
宅
、
衛
生

な
ど
快
適
な
都
市
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
り
、
山
崎
の

主
張
す
る
人
口
の
受
入
れ
を
計
画
す
る
こ
と
は
制
度
の
目
的
に
添
わ

な
い
。
し
か
し
、
山
崎
は
、
あ
く
ま
で
理
念
的
に
「
都
市
計
画
」
は

都
市
の
た
め
の
事
業
で
は
な
く
、「
農
村
計
劃
」
と
整
合
性
の
あ
る

計
画
た
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
②
次
に
農
村
間
の
人
口

配
分
に
つ
い
て
は
、
た
だ
、「
全
国
の
農
村
を
通
観
す
れ
ば
二
個
の

極
端
が
存
す
る
事
を
見
る
」
と
人
口
の
過
剰
な
地
と
過
疎
の
地
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、「
農
村
計
劃
の
事
業
と
し
て
、
余
る
数
と
足
ら

ぬ
数
と
を
比
較
し
て
、
足
ら
ぬ
所
に
余
る
方
の
も
の
を
収
容
の
出
来

る
丈
け
収
容
移
住
せ
し
む
る
道
と
方
法
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

や
れ
ば
道
が
開
け
、
や
る
気
に
な
れ
ば
方
法
工
夫
も
生
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
」、「
内
地
植
民
移
民
の
必
要
は
人
之
を
知
る
。
全
国
的
に
農

村
計
劃
を
立
て
ざ
る
限
り
、
解
決
さ
る
ゝ
時
は
あ
る
ま
い（
11
（

」
と
言
い
、

あ
る
い
は
「
県
内
で
融
通
が
つ
く
所
も
あ
ら
う
。
郡
と
郡
と
の
間
で

事
の
決
す
る
所
も
あ
ら
う
。
或
は
村
と
村
と
の
相
談
で
出
来
る
所
も

あ
ら
う
。
要
は
早
く
農
村
計
劃
を
立
て
ゝ
、
各
農
村
の
戸
数
人
口
の

比
較
を
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る（
11
（

」
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
い
い
智
恵

が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
う
）
移
民
の
提
言　

い
や
そ
う
で
は
な
い
。
山
崎
の
目
は
国
外
に

向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曰
く
、「
朝
鮮
は
何
故
に
合
邦
し
た
か
、

満
洲
や
蒙
古
に
利
権
拡
張
は
何
の
必
要
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
。
朝
鮮

に
は
耕
地
と
な
る
べ
き
土
地
が
沢
山
あ
り
、
鮮
人
の
力
で
如
何
す
る

と
も
出
来
ず
し
て
放
置
さ
れ
て
い
る
所
が
際
限
な
し
に
あ
る
。［
中

略
］
不
幸
に
し
て
蒙
満
の
地
を
践
ま
な
い（
11
（

が
、
其
処
に
も
余
地
多
き

は
常
識
で
も
判
断
が
出
来
る
（
11
（

」
と
、
朝
鮮
、
満
蒙
に
移
民
の
可
能
性

を
見
る
。

（
え
）
副
業
の
奨
励　

ま
た
、
山
崎
は
副
業
を
奨
励
す
る
。
彼
は
上

述
し
た
よ
う
に
「
や
れ
ば
出
来
ぬ
事
で
も
な
く
、
や
れ
ぬ
事
で
も
な

い
」
と
断
言
す
る
一
方
で
、「
そ
れ
が
出
来
ぬ
所
、
出
来
難
い
所
に
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於
て
は
、
新
ら
し
い
仕
事
を
見
付
け
」
即
ち
「
繁
閑
を
生
ぜ
ざ
る
農

業
経
営
を
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る（
11
（

」
と
述
べ
、
現
実
に
立
ち

返
る
。
新
し
い
仕
事
と
は
、
副
業
で
あ
る
。
山
崎
は
、「
副
業
を
本

業
の
余
力
に
於
て
な
さ
る
べ
き
仕
事
」
と
定
義
し
、
副
業
の
選
択
に

は
「
之
れ
が
た
め
本
業
に
累
を
及
ぼ
さ
ざ
る
も
の
」
の
心
得
が
必
要

と
し
て
い
る（
1（
（

。

　

こ
の
副
業
的
農
畜
産
物
を
各
種
生
産
す
る
産
地
の
代
表
と
し
て
、

山
崎
が
居
住
す
る
愛
知
県
碧
海
郡
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
地

域
は
「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
称
さ
れ（
11
（

、
米
、
麦
、
繭
の
ほ
か
、
西

瓜
、
鶏
卵
、
柿
な
ど
六
種
の
農
業
を
経
営
（
山
崎
は
「
多
角
形
農
業
」

と
云
う
（
11
（

）
し
、「
所
要
の
耕
地
面
積
を
耕
す
能
は
ず
し
て
、
而
も
成

功
農
家
に
算
へ
ら
る
ゝ
も
の
は
皆
主
業
収
入
に
倍
す
る
副
業
収
入
を

得
て
居
る
。
養
蚕
の
収
入
が
穀
作
収
入
の
倍
で
あ
っ
た
り
、
養
雞
収

入
が
米
麦
作
収
入
の
倍
で
あ
」
る（
11
（

と
、
農
地
は
小
面
積
で
あ
っ
て
も
、

副
業
に
力
を
入
れ
れ
ば
多
収
入
を
得
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

ロ　

人
物
の
養
成

　

如
何
な
る
事
業
も
計
画
も
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
山

崎
は
、
農
村
に
は
「
才
幹
の
人
も
生
れ
、
剛
腹
の
人
も
出
来
、
有
魂

の
人
も
出
産
す
る
が
、
今
日
の
社
会
制
度
と
人
の
風
潮
は
、
夫
等
有

為
の
人
を
駆
っ
て
皆
都
会
の
人
た
ら
し
」
め（
11
（

、「
人
物
の
農
村
退
却

は
大
河
の
決
せ
し
が
如
く
容
易
に
防
げ
る
も
の
で
は
な
い
勢
を
示
し

て
居
る
。
如
斯
し
て
国
家
建
設
上
急
務
と
す
る
農
村
計
劃
を
樹
立
せ

ん
と
す
る
は
、
恰
も
木
に
倚
り
て
魚
を
求
む
る
が
如
し
で
あ
る
」
と

嘆
き
、「
農
村
計
劃
」
の
先
決
問
題
は
、
農
村
に
人
物
止
ま
ら
し
む

る
事
、
付
植
す
る
事
、
養
成
す
る
事
で
あ
る
と
強
調
す
る（
11
（

。「
人
物
」

と
は
、「
頭
の
よ
い
人
」
で
は
な
く
「
民
衆
の
為
め
に
犠
牲
と
な
る

心
あ
り
、
事
に
臨
ん
で
容
易
に
動
か
ぬ
腹
力
が
あ
り
、
且
つ
時
勢
を

洞
見
し
得
る
人
を
意
味
す
る（
11
（

」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
肩
書

な
ど
名
誉
を
与
え
、
引
退
者
を
活
用
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
急
が
ば

廻
れ
で
、「
人
物
を
養
成
す
る
事
ほ
ど
、
今
日
の
農
村
に
必
要
な
事

業
は
あ
る
ま
い（
11
（

」
と
、
教
育
者
山
崎
の
本
領
を
発
揮
す
る
。
教
育
機

関
は
、
義
務
教
育
を
延
長
し
て
も
効
果
は
な
く
、「
寧
ろ
補
習
学
校

を
拡
張
充
実
す
る
事
が
費
用
少
な
く
て
効
果
多
し
」
で
あ
る
が
、「
非

常
の
大
革
進
を
加
へ
ね
ば
、
今
日
の
教
育
は
有
害
無
効
に
了
は
る
」

と
主
張
し
、「
今
強
い
て
云
へ
ば
山
形
県
立
自
治
講
習
所
丈
け
は
、

吾
輩
の
所
論
に
従
っ
て
農
村
の
人
物
を
養
成
し
て
居
る
（
11
（

」
と
、
農
村

の
人
物
教
育
は
加
藤
完
治
が
校
長
を
務
め
、「
随
神
道
」
に
則
り
皇

国
精
神
を
も
っ
て
農
民
教
育
を
行
う
山
形
県
立
自
治
講
習
所
の
方
式

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
叫
ぶ
の
で
あ
る
。

ハ　

そ
の
他
「
農
村
計
劃
」
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項

（
あ
）
経
済
機
関
（
金
融
機
関
）
の
整
備　

山
崎
は
、
農
村
疲
弊
を

自
力
救
済
す
る
道
は
、「
経
済
機
関
の
整
備
と
、
其
活
動
を
は
か
る
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よ
り
外
に
妙
は
な
い
」
と
断
言
す
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
経
済
機
関

と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
産
業
組
合
法
に
よ
る
信
用
組
合
」
で
あ
る
と

い
う
。
農
村
に
は
「
報
徳
社
も
あ
る
。
貯
金
組
合
も
あ
る
［
中
略
］

が
最
も
時
勢
に
順
応
し
た
農
村
の
金
融
機
関
は
、
何
と
云
っ
て
も
信

用
組
合
に
限
る
。
現
に
信
用
組
合
の
活
動
せ
る
所
に
は
、
金
融
に
不

便
を
感
ぜ
ず
、
金
利
も
比
較
的
低
廉
で
あ
っ
て
、
多
大
の
恵
沢
を
農

民
に
与
へ
、
農
村
の
経
済
を
順
調
な
ら
し
め
て
居
る
」、「
所
に
よ
り

て
は
今
尚
頼
母
子
講
が
流
行
し
て
い
る
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
為
め
に

便
利
を
感
じ
て
居
る
も
あ
る
が
、
然
し
巨
細
に
考
慮
す
れ
ば
何
人
も
、

そ
れ
が
時
代
後
れ
の
も
の
で
あ
る
に
心
付
く
で
あ
ろ
う（
11
（

」
と
、
手
放

し
で
信
用
組
合
の
活
動
を
高
く
評
価
し
、
か
つ
て
「
農
村
自
治
」
に

お
い
て
信
用
組
合
と
並
び
推
奨
さ
れ
た
報
徳
社
と
頼
母
子
講
（
1（
（

は
時
代

後
れ
と
さ
れ
、
捨
て
去
ら
れ
て
い
る
。

（
い
）
隣
保
団
結　

山
崎
は
、「
隣
保
団
結
は
、
我
国
の
旧
慣
で
あ
っ

て
、
特
に
農
村
固
有
の
美
風
で
あ
る（
11
（

。」「
さ
れ
ば
農
村
の
人
は
、
自

己
の
文
明
に
目
醒
め
て
、
益
其
文
明
の
向
上
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
に
は
先
づ
隣
保
団
結
の
旧
慣
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
之
が
拡

張
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」、「
昔
は
我
国
に
五
人
組
制
度
が
あ
っ
て
、

之
に
よ
っ
て
隣
保
団
結
の
訓
練
が
出
来
た
も
の
で
あ
る（
11
（

」
と
隣
保
団

結
を
称
揚
し
、
そ
の
尊
重
充
実
を
奨
め
る
。
と
こ
ろ
が
「
旧
慣
打
破

が
よ
い
こ
と
の
様
に
思
は
れ
、
思
う
て
尊
重
す
べ
き
五
人
組
制
度
の

破
壊
を
敢
て
し
た
所
が
多
い
」、「
其
癖
之
に
代
は
る
べ
き
新
し
い
試

み
を
せ
ぬ
の
で
、
人
心
の
統
一
が
出
来
ず
、
事
業
の
共
同
が
出
来
ず

し
て
、
徒
に
煩
悶
し
苦
労
し
て
居
る
（
11
（

」
と
、
い
た
ず
ら
に
良
き
旧
慣

を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
慣
習
の
生
ま
れ
な
い
現
状
を
嘆
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
隣
保
団
結
、
事
業
の
共
同
は
、
農
業
経
営
に

お
い
て
は
農
作
業
の
共
同
化
、
農
業
資
材
の
購
入
、
農
産
物
の
販
売
、

農
業
倉
庫
の
利
用
に
、
社
会
事
業
に
お
い
て
は
衛
生
施
設
の
整
備
、

防
火
防
水
設
備
の
設
置
、
生
活
改
善
の
指
導
、
上
下
水
道
の
敷
設
、

公
園
な
ど
の
整
備
に
見
ら
れ
る
と
、
そ
の
効
用
を
挙
げ
、「
農
村
当

局
の
人
并
指
導
者
は
、
農
村
公
共
の
利
益
が
発
達
す
る
様
に
、
地
方

公
益
が
進
捗
す
る
様
に
、
共
同
の
利
用
を
計
画
す
べ
し
」「
今
少
し

真
剣
に
策
劃
す
べ
し
、
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
絶
叫
す
る（
11
（

。「
農
村
自

治
」
に
お
い
て
、「
和
協
協
同
」
を
農
村
自
治
の
真
髄
と
し
た
山
崎
は
、

農
村
疲
弊
の
克
服
を
願
っ
て
、
益
々
農
民
の
隣
保
団
結
を
求
め
る
の

で
あ
る
。

（
う
）
そ
の
他　

山
崎
は
、
そ
の
他
農
村
計
劃
に
盛
り
込
む
べ
き
事

項
と
し
て
、
陋
習
の
打
破
、
上
下
水
道
、
診
療
所
等
の
衛
生
施
設
の

整
備
、
農
道
等
土
木
事
業
、
地
方
へ
の
財
源
移
譲
等
を
挙
げ
て
い
る
。

（
６
）
基
本
調
査

　
「
農
村
計
劃
」
は
調
査
が
前
提
と
な
る
こ
と
は
、言
う
ま
で
も
な
い
。

02_真板82_P27-44.indd   37 14/10/22   13:12



法
政
史
学
　
第
八
十
二
号

三
八

そ
れ
も
「
百
年
の
計
劃
」
を
立
て
る
に
は
正
確
な
調
査
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
か
つ
て
前
田
正
名
が
提
唱
し
た
「
町
村
是
」

策
定
の
際
に
行
っ
た
調
査
事
業
が
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
町

村
是
」
の
調
査
に
あ
た
り
、
各
府
県
は
、
調
査
案
を
作
り
、
こ
れ
を

奨
励
し
、
郡
も
援
助
し
た
。
し
か
し
、「
今
日
中
絶
し
た
ま
ゝ
で
あ

り
」、「
何
故
そ
れ
が
持
続
せ
ざ
り
し
や
は
、
吾
等
の
正
に
考
究
を
要

す
る
問
題
で
あ
る（
11
（

」
と
、
山
崎
は
過
去
の
事
例
の
反
省
か
ら
始
め
る
。

山
崎
が
見
出
し
た
原
因
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

　

一
、
調
査
が
余
り
に
細
目
に
入
り
し
こ
と
、
為
め
に
繁
に
堪
へ
ざ

る
感
を
抱
か
し
め
た

　

一
、
町
村
是
を
確
立
す
る
に
際
し
前
途
を
考
慮
せ
ざ
り
し
こ
と
、

目
前
に
囚
は
れ
し
嫌
が
あ
っ
た

　

一
、
当
局
者
の
交
迭
が
頻
繁
な
る
こ
と
、
前
任
者
の
仕
事
を
踏
襲

す
る
を
好
ま
ぬ
弊
が
あ
る

　

一
、
時
勢
の
変
化
が
急
な
り
し
こ
と
、
意
外
な
こ
と
が
起
っ
て
案

に
相
違
を
来
た
し
た

　

一
、
督
励
機
関
が
不
備
で
あ
り
し
こ
と
、
所
に
よ
り
て
は
督
励
の

不
行
届
が
あ
っ
た

　

こ
れ
ら
が
「
折
角
の
好
事
業
を
台
な
し
に
し
た
原
因
」
と
認
め
、

こ
の
反
省
に
立
っ
て
、
調
査
は
あ
る
目
的
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
か

ら
、「
目
的
以
外
の
調
査
は
［
中
略
］
見
切
り
を
大
切
に
す
る
覚
悟

が
必
要
（
11
（

」
と
、
注
意
す
る
。
調
査
項
目
の
大
綱
は
、
住
民
の
人
口
戸

数
、
そ
の
増
加
率
、
生
活
程
度
、
人
口
戸
数
が
当
該
町
村
の
安
定
生

活
を
得
る
割
合
に
な
っ
て
い
る
か
、
余
剰
人
口
戸
数
、
不
足
の
人
口

戸
数
、
消
化
の
余
地
の
可
否
、
補
充
方
法
、（
移
住
者
と
し
て
）
如

何
な
る
住
民
を
希
望
す
る
か
、
理
想
及
び
そ
の
実
現
方
法
、
職
業
の

現
況
、
業
務
の
能
率
、
そ
の
改
善
の
余
地
、
機
関
の
種
類
・
新
設
す

べ
き
機
関
等
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
人
口
戸
数
の
配
分
に
関
係
す
る
事

項
で
あ
る
。
こ
れ
を
郡
、県
で
纏
め
れ
ば
、人
口
の
過
不
足
が
分
か
り
、

そ
の
人
の
職
業
も
分
か
る
、
と
言
う
。
そ
の
上
で
「
政
府
は
、
移
住

民
を
調
査
し
、
人
口
移
動
の
方
法
を
講
じ
、
若
し
内
地
で
片
が
つ
か

ぬ
場
合
は
、
之
を
海
外
に
輸
送
し
、
渡
航
者
の
将
来
を
保
障
す
る
政

策
を
立
つ
る
必
要
」
が
あ
る（
11
（

と
述
べ
、
調
査
の
目
的
は
人
口
戸
数
の

配
分
計
画
策
定
に
必
要
な
資
料
を
得
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
続
け
て
「
都
市
計
画
の
進
捗
は
我
国
人
口
調
節
が
目
的
の

一
で
あ
り
、
過
剰
人
口
の
消
化
が
其
効
果
の
一
に
数
へ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
故
に
農
村
計
劃
を
し
て
、
何
程
の
人
口
過
剰
あ

り
や
が
正
確
に
な
ら
ね
ば
、
都
市
の
区
域
拡
張
は
無
意
義
に
な
る
」、

「
農
村
の
人
も
都
市
の
人
も
其
処
に
何
等
の
考
慮
を
せ
ぬ
を
呑
気
な

沙
汰
」
で
あ
る（
11
（

と
、
嘆
く
の
で
あ
る
。
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山
崎
延
吉
の
農
本
思
想
の
変
容
（
二
）（
真
板
）

三
九

（
７
）「
農
村
計
劃
」
の
実
施

イ　

実
施
体
制

（
あ
）
国
家
行
政
組
織
の
改
組

　

山
崎
は
、「
都
市
と
農
村
と
の
併
進
を
内
治
の
要
点
と
し
、
経
国

治
民
の
大
道
（
11
（

」
と
す
る
た
め
に
、
国
家
行
政
組
織
の
改
組
と
い
う
提

案
を
行
う
。
そ
れ
は
内
政
を
国
防
、
大
蔵
、
逓
信
、
都
市
、
地
方
、

司
法
の
六
省
と
、
そ
の
他
を
所
掌
す
る
国
務
省
と
宮
内
省
と
の
八
省

と
す
る
改
革
で
あ
る
。
陸
海
軍
は
国
防
省
と
し
、
内
務
、
文
部
、
農

商
務
の
三
省
は
廃
止
す
る
と
い
う
破
天
荒
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改

革
の
中
心
は
、
都
市
と
農
村
と
に
対
す
る
施
策
は
自
か
ら
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
基
調
に
政
策
を
立
て
、「
都
市
と
農
村
と
の
併
進
、

市
民
と
農
民
と
の
福
利
が
公
平
に
享
受
さ
る
ゝ
様
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。「
都
市
と
農
村
と
は
決
し
て
画
一
的
に

考
ふ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
亦
同
一
の
文
明
や
文
化
を
望
む
べ
き
も

の
で
は
な
い
。［
中
略
］
故
に
商
工
業
が
主
業
で
あ
る
都
市
と
農
業

が
主
業
で
あ
る
農
村
の
経
営
に
於
て
も
差
別
あ
る
べ
き
が
当
然
」
と

地
域
の
行
政
を
都
市
と
農
村
の
二
元
的
支
配
に
単
純
化
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る（
1（
（

。
こ
れ
が
思
い
切
っ
た
主
張
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て

い
る
が
、「
吾
輩
は
吾
輩
の
所
論
の
架
空
な
ら
ざ
る
を
信
ず
る
」
と

自
信
を
示
す
。

　

大
正
一
四
年
、
農
林
省
が
農
業
界
の
輿
望
を
受
け
て
独
立
し
た
ば

か
り
な
の
に
、
山
崎
が
こ
れ
を
廃
し
「
地
方
省
」
の
創
設
を
求
め
る

の
は
、
農
林
省
は
「
自
治
政
や
教
育
の
事
は
管
掌
す
る
事
が
出
来
な

い
」、「
不
徹
底
で
あ
り
姑
息
で
あ
る（
11
（

」
と
、
そ
の
所
掌
権
限
に
つ
い

て
不
満
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
農
政
の
系
統
組
織
を
立
て

る
た
め
に
は
「
地
方
に
関
す
る
行
政
及
政
策
は
、
地
方
省
に
於
て
総

括
し
て
行
」
い
「
府
県
庁
は
地
方
庁
と
し
て
之
を
地
方
省
に
所
属
せ

し
め
」、「
地
方
庁
の
下
に
郡
町
村
が
介
在
」
す
る
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
る（
11
（

と
言
う
。
一
方
、「
都
市
省
」
は
「
都
市
に
関
す
る
一
切
の

行
政
及
政
策
を
総
括
し
」、「
従
来
の
市
役
所
は
、
之
を
都
市
省
の
監

督
に
任
せ
、［
府
県
庁
の
］
商
工
課
の
如
き
は
之
を
市
役
所
に
移
譲

す
る
こ
と
ゝ
す
る
」。「
斯
く
し
て
国
家
の
基
礎
は
平
等
に
発
達
し
、

国
民
は
公
平
な
る
進
歩
の
道
途
に
上
る
こ
と
が
出
来
、
産
業
の
進
展

亦
協
調
を
得
る
こ
と
ゝ
な
る
。
之
れ
国
家
永
遠
の
弥
栄
を
得
る
所
以

で
あ
り
、
国
民
は
久
遠
の
幸
福
を
享
受
す
る
所
以
で
も
あ
る（
11
（

」
と
、

高
唱
す
る
の
で
あ
る
。
山
崎
は
、「
国
土
の
経
営
と
民
族
の
繁
栄
は

農
業
に
依
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
だ
め
で
あ
る
。［
中
略
］
一
系
の
天
皇

に
統
治
せ
ら
れ
て
、
炳
乎
と
し
て
日
星
の
如
き
国
体
上
の
光
彩
を
放

つ
は
、
建
国
当
時
よ
り
し
て
農
本
位
の
政
治
を
し
た
か
ら
で
あ
り（
11
（

」

と
説
く
農
本
主
義
者
で
あ
る
が
、
農
業
の
優
位
の
み
を
主
張
す
る
の

で
は
な
く
、
我
が
国
の
繁
栄
が
農
工
商
の
均
衡
あ
る
発
展
に
係
っ
て

い
る
と
主
張
す
る
現
実
主
義
者
な
の
で
あ
る
。
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（
い
）「
農
村
計
劃
」
の
実
施
体
制

　
「
農
村
計
劃
」
の
実
施
体
制
は
、
国
、
地
方
庁
、
町
村
の
三
段
階

に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
国
に
は
農
村
計
劃
委
員
会
を
置
く
。
そ
の
所

掌
事
項
は
、
農
村
計
劃
法
の
立
案
、
国
庫
補
助
の
研
究
で
あ
る
。
地

方
庁
に
は
小
委
員
会
を
置
き
、
国
県
道
、
用
水
、
耕
地
の
整
理
な
ど

研
究
す
る
。
町
村
に
町
村
委
員
会
を
設
け
、
如
何
な
る
経
済
機
関
を

置
く
か
、
文
化
施
設
を
設
け
る
か
、
あ
る
い
は
町
村
間
の
調
整
は
如

何
す
べ
き
か
な
ど
は
、
町
村
委
員
会
の
所
管
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
委
員
会
の
構
成
は
、
比
較
的
農
村
の
事
情
に
通
じ
、
事
業

に
明
知
の
人
と
す
る（
11
（

。

（
う
）「
農
村
計
劃
」
実
行
の
基
礎
機
関

　

山
崎
は
、
農
村
計
劃
を
実
行
す
る
上
で
基
礎
と
な
る
機
関
（「
基

石
」
と
云
う
）
と
し
て
、①
自
治
機
関
、②
教
育
機
関
、③
経
済
機
関
、

④
生
産
機
関
を
挙
げ
る（
11
（

。

　

①
自
治
機
関
は
、
町
村
の
役
場
と
議
会
で
あ
る
が
、「
自
治
政
が

本
当
に
行
は
る
れ
ば
、
農
村
計
劃
が
先
決
問
題
と
し
て
考
慮
さ
れ
着

手
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
に
、
斯
る
こ
と
を
見
る
は
稀
有
で
、

多
く
は
其
の
日
暮
ら
し
の
感
が
あ
」
る
と
、
自
治
機
関
の
不
振
を
嘆

く
。
こ
れ
は
公
民
教
育
が
欠
け
、
訓
練
も
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

り
、「
真
に
我
国
の
禍
で
あ
る（
11
（

」
と
述
べ
、
自
治
体
に
奮
起
を
促
し

て
い
る
。

　

②
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
農
村
に
は
小
学
校
が
あ
る
の
み
で
、

社
会
教
育
機
関
が
出
来
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
青
年
に
公
民
教
育
を
授

け
得
る
公
民
学
校
の
施
設
を
設
け
る
所
は
僅
少
で
あ
る
。「
全
く
今

日
の
自
治
体
は
教
育
に
恵
ま
れ
ず
、
地
方
民
に
は
公
民
教
育
に
没
交

渉
で
あ
る
が
多
い
」、「
之
れ
亦
地
方
公
共
の
事
業
が
進
ま
ず
、［
中
略
］

我
国
今
日
の
行
詰
り
を
見
る
所
以
で
も
あ
る（
11
（

」
と
教
育
者
山
崎
の
指

摘
は
手
厳
し
い（
11
（

。

　

③
農
村
の
経
済
機
関
に
つ
い
て
は
、
産
業
組
合
と
農
業
倉
庫
を
挙

げ
る
。
産
業
組
合
は
金
融
機
関
と
し
て
の
信
用
組
合
、
農
産
物
の
出

荷
・
生
産
資
材
の
購
入
を
共
同
し
て
行
う
販
売
購
買
組
合
、
農
業
機

械
・
器
具
、
施
設
の
共
同
利
用
を
行
う
利
用
組
合
な
ど
が
あ
る
が
、

そ
の
数
は
大
正
末
期
に
は
全
国
で
「
一
万
四
千
以
上
に
な
っ
て
居
る

か
ら
、
数
の
上
で
は
（
す
べ
て
の
）
自
治
体
に
普
及
し
て
る
様
に
考

へ
ら
る
ゝ
が
、
実
際
は
未
設
の
町
村
も
あ
り
、［
中
略
］
設
置
さ
れ

て
居
る
が
何
等
の
活
動
を
見
ず
し
て
無
用
と
呼
ば
る
ゝ
も
あ
る
」
と

述
べ
、
普
及
・
充
実
を
求
め
る
。
農
業
倉
庫
は
米
・
繭
の
流
通
を
産

地
商
人
の
手
か
ら
農
民
が
取
り
戻
す
た
め
、
設
置
主
体
を
町
村
、
農

会
、
産
業
組
合
に
限
っ
て
認
め
る
施
設
で
あ
る
が
、
保
管
機
能
は
勿

論
、
金
融
機
能
も
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
農
村
に
は
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
」
と
云
い
、
政
府
が
農
村
振
興
の
一
策
と
し
て
補
助
額

を
増
や
し
、
増
設
と
内
容
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
を
多
と
し
、
農
業
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倉
庫
の
普
及
・
充
実
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
勧
め
る（
1（
（

の
で
あ
る
。

　

④
生
産
機
関
に
つ
い
て
は
、
農
会
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
「
農
家
の

福
利
増
加
を
は
か
り
、
農
民
相
互
の
融
和
を
は
か
り
、
調
査
研
究
の

機
関
と
な
る
は
、農
会
本
来
の
面
目
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
所

に
よ
り
て
は
農
会
無
用
論
が
称
へ
ら
れ
、
農
会
を
設
け
ぬ
所
す
ら
あ

り
、
解
散
を
敢
え
て
す
る
も
の
も
あ
る
。
農
村
振
興
が
叫
ば
れ
、
其

対
策
が
論
議
さ
れ
る
今
日
、
全
く
皮
肉
の
現
象
と
云
は
ざ
る
を
得
ぬ

が
、［
中
略
］
監
督
庁
も
亦
之
れ
を
黙
視
し
て
居
る
」
と
、
憤
る
の

で
あ
る

（
８
）
ま
と
め

　

以
上
、
細
か
に
「
農
村
計
劃
」
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
構
造
は
、

二
つ
に
大
別
で
き
る
。

イ　

第
一
は
、
直
面
す
る
農
村
諸
問
題
の
根
本
的
課
題
で
あ
る
土
地

の
零
細
性
＝
農
村
の
過
剰
人
口
対
策
を
解
決
す
る
た
め
の
大
胆
な
農

村
構
造
改
革
、
そ
れ
も
過
剰
人
口
の
受
入
先
と
し
て
都
市
及
び
朝
鮮
、

満
蒙
を
予
定
し
、
国
家
構
造
改
革
に
ま
で
及
ぶ
壮
大
な
改
革
の
提
唱

で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
大
正
時
代
の
農
業
を
含
む
社
会
情
勢
の

変
化
に
よ
っ
て
、儒
教
的
支
配
秩
序
が
崩
れ
、農
村
自
ら
の
力
に
よ
っ

て
農
村
救
済
を
実
現
す
る
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
崩
壊
し
た
後
、
山

崎
が
見
た
の
は
、
我
が
国
の
農
業
の
零
細
性
が
過
剰
な
農
村
人
口
に

起
因
し
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
小
作
争
議
の
頻
発
等
階
級
闘

争
が
激
化
し
、
ひ
い
て
は
国
体
の
安
寧
を
危
殆
に
陥
れ
る
と
い
う
危

機
的
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
国
政
を
担
う
政
府
・
議

会
は
場
当
た
り
的
な
政
策
を
打
つ
か
、
党
略
に
よ
り
解
決
を
遷
延
す

る
の
み
で
、
根
本
策
を
講
じ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
政
府
も

政
党
も
頼
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
不
信
感
が
『
帝
国
農
会
報
』
に

「
農
村
計
劃
は
国
家
の
急
務
」
と
題
す
る
一
連
の
主
張
を
連
載
し
、

国
家
行
政
組
織
の
改
組
、
都
市
と
農
村
と
の
分
離
行
政
、
移
殖
民
を

含
む
全
国
的
な
規
模
の
人
口
の
配
分
計
画
、
土
地
の
公
的
管
理
を
含

む
均
分
化
計
画
と
い
う
大
胆
な
政
策
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
も
の
と

考
え
る
。

　

山
崎
の
か
か
る
言
説
に
は
、
天
皇
制
を
最
高
の
価
値
と
し
、
近
代

的
西
欧
思
想
へ
の
嫌
悪
、
満
蒙
へ
の
移
殖
民
を
含
む
都
市
・
農
村
人

口
の
配
分
計
画
、
土
地
の
公
的
管
理
を
含
む
均
分
化
政
策
に
お
い
て

超
憲
法
的
全
体
主
義
的
色
彩
が
見
ら
れ
、
北
一
輝
な
ど
の
超
国
家
主

義
者
の
言
説
に
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
山
崎
は
あ
く
ま
で
農

民
教
育
家
に
止
ま
っ
た
。
彼
は
警
世
家
で
あ
っ
て
も
扇
動
者
で
は
な

か
っ
た
。
五･

一
五
事
件
に
つ
い
て
、「
当
年
は
農
村
と
云
へ
ば
思

想
穏
健
の
所
と
の
定
評
が
あ
り
、
農
民
と
云
へ
ば
着
実
の
民
な
り
と

誰
で
も
信
用
し
て
居
っ
た
の
に
、
近
来
国
家
の
不
祥
事
件
を
敢
行
す

る
者
は
殆
ど
農
村
出
身
者
で
あ
る
事
を
思
へ
ば
、
農
村
に
流
る
思
想
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の
不
安
と
危
険
が
想
像
さ
れ
て
、
黙
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る

事
が
分
る
（
11
（

」
と
、
農
村
に
流
れ
る
思
想
の
危
険
性
に
強
い
関
心
を
示

す
だ
け
で
、
事
件
関
係
者
の
動
機
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
少
し
も
同

情
を
示
し
て
い
な
い
。

ロ　

第
二
は
、「
農
村
自
治
」
の
再
主
張
で
あ
る
。「
農
村
自
治
」
を

強
く
支
配
す
る
道
徳
主
義
、
人
格
主
義
に
よ
る
農
村
共
同
体
の
支
配

思
想
は
既
に
み
ら
れ
な
い
が
、「
農
村
自
治
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ

た
「
農
村
計
劃
」
の
実
施
を
か
つ
て
の
徳
性
の
高
い
村
長
等
に
代
わ

る
「
人
物
」
の
指
導
力
に
俟
つ
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
農
民
教
育
を

重
視
す
る
こ
と
、
村
内
平
和
を
保
ち
、「
農
村
計
劃
」
を
的
確
に
遂

行
す
る
た
め
に
は
隣
保
共
同
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
勤

労
精
神
を
養
い
、
生
活
に
お
け
る
無
駄
を
省
き
、
文
化
的
農
村
の
建

設
を
目
指
す
こ
と
な
ど
は
、「
農
村
計
劃
」
の
項
目
と
し
て
、
農
村

自
治
に
よ
っ
て
果
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
山
崎
は
「
農
村
計
劃
」
を
「
国
家
と
地
方

自
治
体
の
共
力
に
待
つ
べ
き
」と
し
た
が
、彼
の
意
図
は「
農
村
自
治
」

の
限
界
を
国
家
権
力
の
助
け
を
借
り
て
乗
り
越
え
つ
つ
も
、
農
村
振

興
の
主
導
権
は
農
村
に
止
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
土
地
配
分
の
整
備
及
び
土
地
利
用
の
合
理
化
、
満
蒙
移
民

計
画
、
農
林
金
融
の
改
善
、
農
業
経
営
組
織
の
改
善
、
農
村
社
会
施

設
の
改
善
、
隣
保
共
助
精
神
の
発
揚
等
山
崎
の
「
農
村
計
劃
」
の
主

要
項
目
は
、
昭
和
七
年
、
農
林
省
が
推
進
し
た
「
農
山
漁
村
経
済
更

生
計
画
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
こ
の
計
画
は
山
崎
が
唱
道
し
て
き

た
農
村
自
治
の
発
現
で
な
く
、
国
家
の
農
村
統
制
策
に
過
ぎ
な
か
っ

た
（
11
（

。註（
１
）		

高
橋
亀
吉
『
明
治
大
正
農
村
経
済
の
変
遷
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

大
正
一
五
年
）
一
七
八
―
一
七
九
頁
の
表
。

（
２
）		

同
右
、
一
八
〇
頁
。

（
３
）		

同
右
、
一
七
八
―
一
七
九
頁
の
表
。

（
４
）		

同
右
、
一
〇
〇
頁
の
表
。

（
５
）		

山
崎
延
吉
「
空
前
の
農
民
運
動
に
就
て
」、『
帝
国
農
会
報
』
第

一
一
巻
二
号　

大
正
一
〇
年　

四
一
―
五
五
頁
。

（
６
）		

暉
峻
衆
三
『
日
本
農
業
問
題
の
展
開
』
上
（
東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和
四
五
年
）
二
〇
七
頁
。

（
７
）		

前
掲
註
（
（
）
一
八
三
頁
。

（
８
）		

山
崎
は
、
模
範
村
は
「
人
を
得
て
模
範
村
た
る
所
は
其
の
人
死
し

て
亡
び
ざ
る
は
尠
く
、
古
来
の
惰
性
に
よ
り
て
優
良
町
村
た
る
も
の

は
文
明
の
悪
影
響
に
よ
っ
て
崩
壊
さ
れ
易
い
」（『
農
村
之
経
営
』〈
裳

華
房
、大
正
四
年
〉
一
一
九
頁
）
と
模
範
村
の
弱
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）		
山
崎
延
吉
『
農
村
計
劃
』（
泰
文
館
、
昭
和
二
年
）
七
〇
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
五
―
六
頁
。
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四
三

（
（（
）		

山
崎
延
吉
「
地
主
の
心
得
」（
大
正
九
年
）、『
山
崎
延
吉
全
集
』
第

六
巻
、
三
九
三
頁
。

（
（（
）		
前
掲
註
（
９
）
五
二
―
五
三
頁
。

（
（（
）		
同
右
、
七
九
―
八
八
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
〇
五
頁
。

（
（（
）		

山
崎
延
吉
「
小
作
争
議
と
小
作
法
」、『
農
政
研
究
』
第
四
巻
一
一

号　

大
正
一
五
年　

三
〇
頁
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
三
〇
六
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
〇
七
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
三
〇
八
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
〇
九
頁
。

（
（（
）		

『
農
村
自
治
の
研
究
』　

五
〇
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
一
〇
―
三
一
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
一
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
五
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
九
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
九
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
八
六
―
八
七
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
七
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
。

（
（（
）		

同
右
、
八
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
九
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
七
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
八
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
一
五
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
五
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
六
〇
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
五
八
―
五
九
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
八
頁
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
七
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
七
五
頁
。

（
（（
）		

山
崎
延
吉
「
所
謂
重
大
な
る
国
策　

農
村
と
移
殖
民
政
策
」『
農
政

研
究
』
第
五
巻
四
号　

昭
和
二
年　

一
九
頁
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
一
七
頁
。

（
（（
）		

満
蒙
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
年
に
訪
れ
、
柳
条
溝
事
件
当
日
に
奉

天
に
滞
在
し
て
い
た
（「
興
村
行
脚
日
記
」『
興
村
行
脚
』
四
四
三
頁
・

昭
和
三
年
六
月
四
日
条
）。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
一
一
四
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。

（
（（
）		
『
農
家
の
経
済
』　

一
四
一
頁
。

（
（（
）		
昭
和
二
年
の
国
定
教
科
書
・
高
等
小
学
校
読
本
（
農
村
用
）
に
「
日

本
デ
ン
マ
ー
ク
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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四

（
（（
）		

山
崎
延
吉
「
斉
家
の
栞
」『
山
崎
延
吉
全
集
』
第
四
巻
、
九
九
頁
。

山
崎
の
造
語
の
「
多
角
形
農
業
」
は
、
現
在
は
「
多
角
的
農
業
経
営
」

と
呼
ば
れ
、
農
業
用
語
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
）		
前
掲
註
（
９
）
一
二
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
九
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
九
九
頁

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
一
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
〇
三
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
一
六
四
―
一
六
七
頁
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
（（
）
一
八
九
頁
、
一
九
九
―
二
〇
三
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
〇
〇
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
〇
三
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
〇
四
―
二
〇
五
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
〇
八
―
二
一
六
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
三
二
―
三
三
三
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
三
四
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
三
三
五
―
三
三
六
頁
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
三
三
七
―
三
三
八
頁
。

（
（0
）		

同
右
、
一
三
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
五
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
四
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
一
七
―
一
八
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
一
―
二
二
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
七
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
九
五
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
（（
）		

同
右
、
二
九
七
―
二
九
九
頁
。

（
（0
）		

山
崎
は
、
農
村
啓
蒙
活
動
の
一
形
式
と
し
て
、
村
民
全
員
を
対
象

と
す
る
「
全
村
学
校
」
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
正
一
二
年
か

ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
主
な
講
師
を
山
崎
が
務
め
、
二
～

三
日
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
（『
回
顧
録
』
二
一
四
―
二
一
七
頁
）。

開
催
地
は
福
島
、
岐
阜
、
愛
知
等
の
諸
県
に
及
ん
で
い
る
。

（
（（
）		

前
掲
註
（
９
）
三
〇
〇
―
三
〇
二
頁
。

（
（（
）		

『
更
生
農
村
教
育
』（
賢
文
館
、
昭
和
九
年
）
一
二
頁
。

（
（（
）		

山
崎
延
吉
「
農
民
道
の
闡
明
」『
山
崎
延
吉
全
集
』
第
五
巻
、
一
六

―
一
七
頁
。
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